
議案第１５号  

 

   秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市非常勤特別職 

職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の 

一部を改正することについて 

 

 秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市非常勤特別職職員の報酬

及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の一部を別紙のとおり改正

するものとする。 

 

  平成２８年２月２５日提出 

 

秦野市長 古 谷 義 幸  

 

 

提案理由 

 本市職員の勤勉手当の支給率の引上げに準じて、市長、副市長及び教育長の

期末手当の支給率を引き上げるため、改正するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市非常勤特別 

職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条 

例の一部を改正する条例 

 

 （秦野市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 秦野市特別職職員の給与等に関する条例（昭和３２年秦野市条例第 

１８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項の表以外の部分中「１００分の１９７.５」を「１００分の 

２０２．５」に、「１００分の２０２．５」を「１００分の２０７．５」に

改める。 

 （秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正

する条例の一部改正） 

第２条 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を

改正する条例（平成２７年秦野市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の３項を加える。 

  （教育長に支給する期末手当に係る特例措置） 

 ３ 前項の規定（同項の規定によりなお従前の例によることとされた秦野市

教育委員会教育長の勤務条件に関する条例附則第３項の規定を除く。）に

かかわらず、秦野市特別職職員の給与等に関する条例及び秦野市非常勤特

別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の一部

を改正する条例（平成２８年秦野市条例第  号）の施行の日前に在職す

る教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律附則第２条第１項の規定により引き続き教育長として在職する間にお

ける教育長の期末手当は、同条例第１条の規定による改正後の秦野市特別

職職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定を

適用する。 

  （平成２７年１２月の期末手当支給率の特例） 

 ４ 前２項の規定にかかわらず、教育長に対する平成２７年１２月１日を基

準日とする期末手当の支給率は、１００分の２１２．５とする。 

  （期末手当の内払） 

 ５ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第２項の規定によりな
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お従前の例によることとされた秦野市教育委員会教育長の勤務条件に関す

る条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の

内払とみなす。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行し、平成２７年１２月１日から

適用する。 

 （平成２７年１２月の期末手当支給率の特例） 

２ 市長及び副市長に対する平成２７年１２月１日を基準日とする期末手当の

支給率は、１００分の２１２．５とする。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の秦野市特別職職員の給与等に関する条例（以

下「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合においては、第１条の

規定による改正前の秦野市特別職職員の給与等に関する条例の規定に基づい

て支給された期末手当は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。 
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